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加古川市路上違反広告物除却の委任に関する要綱 

 

第１章  総則 

  （趣旨及び目的） 

第 1条  この要綱は、知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例（平成 11

年兵庫県条例第 53号）の規定により、市町長が処理することとなった事務の一部である屋

外広告物法（昭和 24年法律第 189号。以下「法」という。）又は兵庫県屋外広告物条例（以

下「条例」という。）に違反している道路上の簡易広告物について、法第 7条第 4項の規定

に基く除却（以下「路上違反広告物の除却」という。）に関して、効率的に取組むため、加

古川市が認定する地域団体等に委任することにより、地域住民と市とが一体となって道路

上違反広告物の除却を取り組むものとし、もって、都市景観の維持向上及び安全な交通の

確保等を図ることを目的とする。 

 

  （定義） 

第2条  この要綱において、「簡易広告物」とは、法第 7条第 4項に規定するはり紙、はり札

等、広告旗もしくは立看板等（台付き立看板、ラック類、ベンチ広告等を含む）をいう。 

 

第２章  個人による路上違反広告物の除却 

  （活動団体の認定等） 

第3条 本市は、路上違反広告物の除却を行うことが適当と認める団体（2名以上で構成さ 

れたもの）を路上違反広告物撤去活動団体（以下「活動団体」という。）として認定する

ことができる。 

2 活動団体は、「路上違反広告物撤去活動団体等認定申請書」（様式第 1号）（以下「申請 

書」という。）を本市に提出し、本市の認定を受けなければならない。 

3 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書等を添付しなければならない。 

（1） 路上違反広告物の除却を行おうとする者、2名以上の住所、氏名等を記した「路上 

    違反広告物撤去活動員名簿」（様式第 2号） 

（2） 活動予定日及び活動地域等を示した「撤去活動計画書」（様式第 3号） 

（3） その他本市が必要と認めるもの 

4 本市は、活動団体として認定したときは、「路上違反広告物撤去活動団体等認定書」（様 

式第 4号）を交付する。 

5 活動団体の認定期間は、2年以内とする。ただし、本市が適当と認める場合には、更新 

することができる。 

6 活動団体が、認定を受けた事項を変更しようとするときは、変更する事項について事前 

に「路上違反広告物撤去活動団体等認定変更届」（様式第 5号）を本市に提出し、本市の承 

認を受けなければならない。 

7 活動団体の代表者は、団体の構成員の活動がこの要綱に反して行われることのないよう 

に監督しなければならない。 
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8 本市は、活動団体としてふさわしくない行為があったと認めるときは、団体に対する認 

定を取り消すことができる。 

9 活動団体が解散又はその活動を中止するときは、「廃止届」（様式第６号）を本市に提 

  出しなければならない。 

 

（活動員の身分等） 

第4条 路上違反広告物撤去活動員（以下「活動員」という。）は、本市が活動団体として認

定した団体の構成員とする。 

2 活動員は、原則として市内に居住又は勤務する、18歳以上の者とする。 

3 活動員は、本市の委託により、路上違反広告物の除却を行うことができる。 

4 活動員は、路上違反広告物の除却を無償にて行うものとする。 

5 活動員は、本市が行う講習会を受講し、関係法令及びこの要綱を遵守しなければならな
い。 

6 活動員への委託は、前項の講習会を受講後に、路上違反広告物の除却を委託された者で 

あることを証する「活動員証明書」（様式第 7号）及び「腕章」（様式第 8号）の交付をも 

って行う。 

7 活動員に対する委任期間は、活動員が所属する活動団体の認定期間内とする。 

8 本市は、活動員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、その者に対する委 

託を取り消すことができる。また、活動員が所属する団体の認定が取り消された時は、活 

動員に対する委託は取り消されたものとする。 

9 活動員が、委託期間の満了又は委託の取り消しにより、その身分を失ったときは、活動 

団体の代表者は第 6項の規定による「活動員証明書」及び「腕章」を本市に返却しなけれ 

ばならない。 

 

（活動員の活動） 

第5条 本市が、路上違反広告物の除却に関し、活動員に対して委託する事項は、活動団体 

  が認定申請時に提出した「撤去活動計画書」に記載した事項に限る。 

2 活動員が除却できる路上違反広告物は、条例の規定に違反して表示又は設置されている 

簡易広告物のうち、人力で撤去可能なものに限る。 

3 活動員が、路上違反広告物の除却を行うときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなけれ 

ばならない。 

（1） 活動団体の代表者は、活動員の活動について、認定時に提出した「撤去活動計画書」 
記載の活動日時等と異なる活動を行う場合は、事前に「撤去活動連絡書」（様式第 

9号）により本市に連絡すること。 

（2） 活動の安全を確保するため、作業は必ず 2人以上で行うこと。 

（3） 「活動員証明書」を携帯し、「腕章」を着用すること。 

（4） 交通安全に心掛けるなど事故のないようにすること。 

4 活動員は、広告物が除却対象であるかどうかについて疑義が生じた場合は、独自の判断 

は行わず、本市に通報のうえ、その指示を受けなければならない。 
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5 活動団体の代表者は、路上違反広告物の除却を行った後、「撤去活動報告書」（様式第 

10号）を本市に提出しなければならない。 

6 活動団体は、撤去した物件を速やかに本市が指定する場所へ搬入して引き継がなければ 

ならない。ただし、活動団体が速やかに撤去物件を引き継ぐことができない場合は、活動 

団体等が所有又は管理する場所に一時保管することができる。なお、これらにより難い場

合は、本市と協議のうえ、引継ぎ方法を定める。 

 

第3章  法人による路上違反広告物の除却 

  （活動法人の認定等） 

第6条 本市は、路上違反広告物の除却を行うことが適当と認める法人を路上違反広告物撤 

  去活動法人（以下「活動法人」という。）として認定し、路上違反広告物の除却を委託す 

  ることができる。 

2 活動法人に対する委託期間は、活動法人の認定期間とする。 

3 活動法人は、民法その他の法律の規定により設立され、市内に事務所等を有する法人と
する。 

   

  （個人による路上違反広告物の除却に関する準用等） 

第7条 前章（第 3条第 1項及び第 3項第 1号並びに第 4条第 1項から第 3項、第 7項及 

  び第 8項を除く。）の規定は、法人による路上違反広告物の除却に関し、「活動団体」及び 

  「活動員」を「活動法人」と読み替え準用する。 

 

第4章 雑則 

 （適用除外）   

  第 8条  この要綱は、路上違反広告物の除却について、業務として委託する場合には、適用

しない。 

（その他） 

第９条  この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。 

 

 

      附  則 

 

  この要綱は、平成 18年３月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 


